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巻頭言 

いっそう多面的な活動を！ 

 ˈ設立 5周年記念日をめざしてˈ  

特定非営利活動法人 地球宇宙平和研究所理事長 
中西 治（なかにし おさむ） 

 
 2006 年 3 月 12 日に山口県岩国市で住民投票が実施され、有権者の過半数が米国の航空
母艦搭載機を神奈川県の厚木基地から岩国基地に移転する計画に反対しました。 
 この計画は米軍機の配備をできるだけ戦場に近づけようとするものです。岩国市民はこ

れを拒否しました。私はこの結果を大変喜んでいます。 
 米国軍は戦後 60年間ずっと日本に居座り続けています。この不正常な状態を正さなけれ
ばなりません。そのためには東アジアの情勢を安定させる必要がありますが、今回の艦載

機移転計画はこの地域の緊張を高めます。 
 
 2005年度の私たちの研究所の活動は実り多いものでした。 
 2005年 8-9月に私たちの研究所の代表団が朝鮮の平壌、開城、板門店と中国の北京を訪
れました。11月には「戦後 60年と東アジアの平和」についてシンポジウムを開催しました。
この訪朝・訪中とシンポジウムにもとづいて新版ブックレット『東アジアはどうなるのか』

が 2006年 3月 16日に白帝社から出版されました。 
 2006 年１月 21 日に和田春樹東京大学名誉教授をお招きして恒例の新春講演会「東アジ
ア共同体と東北アジア共同の家」が催され、同日夜に新年宴会が開かれました。 
 いずれの会合にも中華人民共和国遼寧省阜新蒙古族自治県の人民代表大会常務委員会・

格日楽図(陳玉明)主任と人民政府・李峰副県長をはじめとする同県代表団一行 7人が参加さ
れました。李峰さんは私たちの研究所の客員研究員です。 
 3 月 25 日から同月 30 日まで研究所代表団が中国の南京、長沙、上海を訪れ、湖南大学
および復旦大学と学術交流をします。 
 ニューズレターは今号も含めて 4号発行されました。 
 
 2006年 12月 15日に私たちの研究所は設立 5周年記念日を迎えます。研究所はこの日を
めざしていっそう多面的な活動を展開します。 
 2006年 5月 7日に第 5回総会とキューバ研究者の加茂雄三青山学院大学名誉教授の記念
講演会を開催します。 
 このときまでに研究所報創刊号を発刊するために努力しています。 
 8 月以降にキューバを初訪問することや朝鮮を再訪するとともに中国東北を訪ねること
を計画しています。 
 地球社会論研究部会では 4-7月に 4回、毎月の最終日曜日午後に「地球宇宙平和学入門」
の連続研究会を開催します。報告者は中西治です。 
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 教育活動を本格化させ、9-12月に毎週 1回、合計 15回の連続講義・演習を計画していま
す。講義・演習のテーマ、講師、開催日時、場所などについてご意見・ご要望をお寄せ下

さい。 
 設立 5周年記念の楽しい催しも予定しています。 
『地球宇宙平和学叢書』の発刊にも具体的に取り組みます。 
『ニューズレター』の発行、ウェブページとメーリングリストの改善・管理・運営、各

研究部会と研究所全体の研究会、シンポジウム、研究合宿なども実施します。 
 これらの一連の活動は平和の思想と運動のグローバリゼーションのためのものです。 
 積極的なご参加とご支援をお願いします。 
 
 

特集 グローバリゼーションと日本社会 
 

特集 グローバリゼーションと日本社会 

グローバリゼーションの日本的受容について 

渡辺 宏（わたなべ ひろし） 
 
芥川龍之介に『神神の微笑』と云う短編小説がある。戦国時代に日本にやってきたオル

ガンティノという神父と日本の神の問答を描いた作品である。 
芥川はこの小説の中で、日本人の信仰の核心として「本地垂迹」ということを述べてい

る。「本地垂迹」とは、小説に登場する日本の神の語るところによれば、外から入ってくる

ものを「破壊する力ではなく、造り変える力」であるという。そしてこの「造り変える力」

は、「山にも森にも、或は家々の並んだ町にも、丁度地下の泉のように､この国全体へ行き

渡って」おり、中国の孔子や孟子の教えも、インドのシャカの教えも結局この国の中では

造り変えられてしまったのであり、キリスト教もまた同じ運命をたどるであろうと日本の

神は予言している。 
グローバリゼーションについて僕が最も関心があるのは、日本社会がどのようにグロー

バリゼーションを受容するのか、その仕方についてである。そしてこのことを考える際、

常に思い浮かべていたのは、芥川のこの小説であった。 
外から入ってきたものを受容しつつ日本的なものに「造り変える」というこの「本地垂

迹」の力は、明治以来の日本の近現代においても旺盛に働いてきた。つまり「日本的」近

代国家の建設に始まり、「日本的」帝国主義から 1930 年代の「日本的」全体主義社会を生
み出し、そして戦後においても「日本的」民主主義や「日本的」平和主義、高度経済成長

を経て「日本的」高度資本主義社会に到るという具合にである。 
そして今度はグローバリゼーションということになる。 
グローバリゼーションが持つ日本社会への浸透力というか、貫徹力というか、それは凄
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まじいものがある。僕自身の身のまわりに限ってみても、雇用形態、福祉制度、年金方法、

生命保険、預貯金や金融システム、育児や教育関係、税金制度等々、挙げていけばきりが

無い。そしてこれら一連の変化は、せんじ詰めれば、日本社会を共同体的な社会（ゲマイ

ンシャフト）から契約社会（ゲゼルシャフト）へ、さらに言い換えれば社会の「個人化」

へと奔流のように収斂していっているように見える。 
それでは、このようなグローバリゼーションを受容していく上で、今度はどのように日

本の「造り変える力」は稼動することになるのであろうか。僕はそれは、上述したグロー

バリゼーションの影響、つまり社会の「ゲゼルシャフト化」、「個人化」に棹さす推進力と

して働くことになるのではないかと考えている。まさに無人の野を蹂躙するがごとき現在

のグローバリゼーションによる日本社会の変化を見ていると、そう思わざるをえない。グ

ローバリゼーションを受容する上で、その影響を抑制する要素が見当たらないのだ。 
世界中で最もピュアにグローバリゼーションを受容した社会、現在のグローバリゼーシ

ョンの本家である米国以上に契約的で「個人化」された社会、それが日本の将来の姿とい

うことになるのであろうか。 
 
 

特集 グローバリゼーションと日本社会 

グローバリゼーションと「自己責任」論 

 渡辺 直毅（わたなべ なおき） 
 
グローバリゼーションが日本社会にもたらしたものは何か。これに答えることは容易で

はないが、グローバリゼーションを迎えた日本社会において顕著なものとして指摘してお

かなくてはならないと考えるのは、いわゆる「自己責任」をめぐる問題である。「自己責任」

という言葉は、一般的には、自分で蒔いた種は自分で刈り取らねばならないという意味で

用いられるようだ。しかし、これは個人と国家という関係において用いられる場合、多分

にお上（国家・政府・官僚）の責任逃れとして機能するものとなっていると指摘され、論

議される傾向にあることも確かである。主に日本経済に関係する問題から例を挙げてみた

い。 
1990年代、日本経済はバブル破綻後、急速なグローバリゼーションに直面した。ここで

は不良債権処理を迅速に行い、金融システムを再建することやグローバリゼーションに伴

う市場の不安定化にどのように対処するかが課題となった。金子勝は、住専問題の処理の

際、銀行経営者と官僚の責任逃れの体質が顕著であったと指摘している。銀行経営者のバ

ブル犯罪に対する刑事罰適用期限ぎりぎりのところで、銀行への公的資金投入が「回避」

され、これは、銀行経営者の責任を三年間棚上げにする最終報告（1999年 9月）とも符節
を合わせていたとする。金子によれば、こうした金融機関の粉飾決算に利用した手法は、

関係省庁がバブル破綻後、不良債権化した土地の購入までを、国家・地方議会のチェック

が及ばない地方自治体の土地開発公社を通じて購入させることにもあらわれており、その
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結果、不良債権や金利負担が莫大なものとなり、納税者の負担＝「公的資金」がずるずる

と投入されていくこととなったという。こうした体質は現在にいたるまで続いており、こ

こでは誰がこうした結果を招いたのか具体的な責任の所在は不明なままとなっているとす

る。 
また、グローバリゼーションの荒波にさらされることにより、日本社会の階層も、「一億

層中流化」から「下流社会」が存在する二極分化の時代に入りつつある、という指摘があ

る。『下流社会』を著した三浦展によれば、「下流社会」とは「生きる意欲にかける人々」

と想定される。三浦はここ 10年ほどにわたり若者の階層意識がはっきりと低下してきてい
るが、拡大しつつある経済格差の中で「下流」となる人びとに対し、そうなる原因は個人

の能力や選択によるものとする傾向が現在の日本社会で顕著となりつつあると指摘してい

る。「下流」となるのは、個人の能力・責任以上に、経済状況をはじめとした個人には決め

られない要素が大きいと指摘するのは三浦ばかりでなく、家族研究が専門である宮本みち

こも、かつて日本社会に存在していた「一人前になる」ための家族から会社へのライフコ

ースの整備がバブル崩壊後崩れていったことをその要因としてあげている。 
桜井哲夫は「自己責任」という言葉の語源にふれつつ、「公の責任はこの構造を通して個

人の責任へと転嫁してゆく抑圧委譲原理が働く事が、昨今言われている「自己責任」とい

う言葉の持つ意味である。」と指摘しているが、以上のような問題では、問題の広い範囲を

「個人」に背負わせていく構図が読み取れ、この指摘が該当しているといわざるを得ない。

機会と結果の間をつなぐものが「自己責任」だとすれば、どこまでが機会の均等の問題で、

どこからが「自己責任」であるのかを今後様々な場面で論議・検討しながらも整理してい

くことが、今後の日本社会が直面する諸問題への対応として早急に求められていると思わ

れる。 
 
 
特集 グローバリゼーションと日本社会 

タブーと日本社会 

岩木 秀樹（いわき ひでき） 
 
先日、ムハンマドの風刺漫画が国際社会で大きな問題となった。イスラームでは偶像崇

拝が禁止されており、アラーはおろか預言者のムハンマドでさえ何らかの形で物象化する

ことはタブーである。また西欧とイスラームの非対称的近代史や、最近の米国単独主義に

よるイスラーム世界への攻撃が今回の問題の底流ともなっている。 
 本来、タブー無く様々な言論が飛び交うことは歓迎すべきことだろう。また風刺画は腐

敗した権力者を攻撃する有効なメディアとして使われた例は多い。しかしその風刺画や議

論に根拠があるのか。偏見やステレオタイプはないのか。どのような歴史を有する者がど

のような立場で言説を発しているのか。このような基本的なルールをふまえてメッセージ

を発信する必要があろう。 
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 今回のムハンマド風刺画問題を、「オリエンタリズムを未だ持つ欧米と、暴力的で言論の

自由を許さないイスラーム」という枠組みのみで捉えてよいのだろうか。日本はそのよう

な問題と無関係で、偏見もなく言論の自由がある社会なのだろうか。 
 日本における最大のタブーは皇室及び天皇だろう。しかし最近、女性・女系天皇をめぐ

ってかなり議論が表面化されてきており、天皇制の存続まで論じられている。私は議論の

ルールを守って、大いに話し合い、国民的論争をする必要があると思っている。 
 そもそも天皇制は第二次大戦前と後では、根本的に異なるものである。にもかかわらず、

伝統的に男系であるとか、125代続いているとの説明が見受けられる。日本国憲法に書かれ
た、「性別、社会的身分又は門地により差別されない」との規定からすると、世襲でしかも

男系のみにそれを認める天皇制には矛盾があるのではないか。 
 また皇族は様々の自由や権利を認められていない存在であり、いわば人権が保障されて

いない「差別」待遇を受けている人々である。基本的人権の尊重は全ての日本人に適用さ

れるものであるし、貴賎や階層を生み出す秩序は人間平等の理念に反する。また政府が「聖

域なき財政改革」を唱えるのならば、皇室という聖域にも踏み込む必要があろう。 
 このような天皇制そのものを議論して、日本を共和国にするのか立憲君主国にするのか

までも含めて話し合っていく必要があろう。 
 言葉には言葉で、より魅力的で先見の明があり、人々を納得させる考えが次代を先導す

るであろう。 
 
 
 特集 グローバリゼーションと日本社会 

グローバリゼーションと教育基本法 

宮川 真一（みやかわ しんいち） 
 
いま、教育基本法の「改正」が政治日程に上っている。この「改正」の動きが表面化し

たのは、1999年に自民党の教育基本法研究グループが教育基本法の見直しを決定してから
である。2001年、遠山文科相が中央教育審議会に教育基本法の見直しを諮問し、中教審は
2003年に教育基本法を「改正」すべしとの答申を出す。この年、自民党と公明党は「与党・
教育基本法に関する協議会」を設置して、与党間で「改正」内容についての協議を開始し

た。2004年には自民党と民主党の有志による超党派の議員連盟「教育基本法改正促進委員
会」が発足し、「新教育基本法大綱」を発表している。（子どもと教科書全国ネット 21編『と
めよう！ 戦争への教育：教育基本法「改正」と教科書問題』学習の友社、2005年。） 
そもそもこの「改正」の動きは、渡辺 治氏によれば、深刻な教育の荒廃をどう解決す

るかという模索のなかから出てきたわけではなかった。1990年代に入ってから従来の政治
社会システムの大規模な改革が進められているが、そこには大きく 2 つの柱がある。第１
に、「日本の憲法と戦後民主主義のなかで裏打ちされた小国主義的政治システムを変えて、

世界のグローバル秩序に日本も普通の国として参画していくという意味での軍事大国化、
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大国主義的な改革」である。第 2に、「近年のグローバリゼーションのなかで日本企業の競
争力が減退し、それが大きな原因になって深刻な不況を克服できない。この不況をグロー

バル企業の競争力を強化することで突破しようとする新自由主義改革」である。教育改革

も、これらの改革の一環として 1990 年代に台頭した、と渡辺氏は説明する。（渡辺 治・
田中孝彦「＜対談＞なぜ、いま教育基本法改正なのか（上）」『教育』2003年 4月号。） 
公明党の支持団体である創価学会の池田大作名誉会長は、2000年と 2001年に 2つの教

育提言を発表した。その中で、「人間生命の目的そのものであり……人間が人間らしくある

ための第一義的要因であるはずの教育が、常に何ものかに従属し、何ものかの手段に貶め

られてきたのが、日本に限らず近代、とくに 20 世紀だった」とし、「教育とりわけ国家の
近代化のための装置として発足した学校教育は、政治や軍事、経済、イデオロギー等の国

家目標に従属し、専らそれらに奉仕するための“人づくり”へと、役割を矮小化され続け

て」きたことを指摘する。池田氏によれば、21 世紀に目指すべきは「教育のための社会」
である。社会のために教育があるのではない。教育のために社会があり国家があると、発

想を大きく転換すべきである。教育基本法は見直すより大いに生かすべきである。世界市

民としてのグローバルな視野を養うことがますます重要になっている。そして、21 世紀こ
そ子どもたちが生きる歓びに輝く世紀にしたいと池田氏は訴える。（池田大作・松藤竹二郎

『池田大作「教育提言」を読む 新編第三の教育革命』毎日ワンズ、2006年。） 
21世紀が人間教育の世紀になることを願うものである。 

 
 

「洋光台九条の会」発足記念講演 

憲法九条は人類の誇り 

その精神を地球全体に広めましょう！ 

中西 治（なかにし おさむ） 
2006年 2月 25日 

 
 私は 1932年(昭和 7年)に生まれました。その前の年に満州事変があり、中国への侵略が
始まりました。1937 年に盧溝橋事件が起こり、1941 年に日本軍は真珠湾を奇襲攻撃しま
した。  
 日本は中国、アメリカ、イギリスなどとの全面戦争に突入しました。戦争は悲惨です。

戦争は交戦国の双方に多大の犠牲をもたらし、日本の敗北で終わりました。 
 日本は戦争につぐ戦争の歴史を深く反省して、戦争を永久に放棄し、陸海空軍などの戦

力を持たず、国の交戦権を認めない新しい憲法をつくりました。この憲法のおかげで、い

まも日本の自衛隊は公然と軍隊と称することができず、外国で戦争ができません。日本は

第二次大戦後に外国で一人の人間も殺していません。 
 日本国憲法第九条は日本だけではなく、人類全体の誇りです。それは人間が久しく求め

てきた非戦と非武装の到達点であり、理性の所産です。 
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 それがいま揺らいでいます。2003年に有事法制関連三法が成立し、2004年に自衛隊がイ
ラクに派遣されました。日本は戦争をしない国から戦争をする国になりつつあります。 
 この総仕上げが憲法の改悪です。自民党は 2005年 11 月に新憲法草案を発表し、自衛軍
を保持し、自衛軍が外国で戦争を行なうのを認めるように憲法九条を変えようとしていま

す。 
 1938年に国家総動員法ができてから日本がアメリカ、イギリスなどとの戦争を始めるま
でわずか 3年でした。戦争を前提に考え始めたとき、戦争はすぐそばまできています。 
 私たちは同じ過ちを繰り返してはなりません。世界にはすでに軍隊を持っていない国が

ハイチ、コスタリカなど 27か国あります。21世紀の人類の目標 は日本国憲法第九条の精
神を地球全体に広め、武器のない平和な幸せな世界をつくることです。ともに努力しまし

ょう。 
 
 

書評 

王元編著『中国の文化と近代化』、白帝社、2006.1、148ページ. 

木村 英亮（きむら ひですけ） 
 
 英文題「今日の中国における文化・社会・政治の変化の諸様相」は本書の構成をよく示

している。全 4章、1章は依田憙家の日中比較、2章では王元が文化、3章では王威海が社
会、4章では野村崇弘が政治を分担し、序文を依田、編集後記を編者の王が執筆する。ここ
では、王元の 2章を中心に紹介し、感想を述べたい。 
 依田は序文で、東アジアでは政治的信頼関係がないため、地域内協力のシステム構築が

おくれている。東アジアの将来にとって、まず過去の反省が必要で、また歴史的にアジア

の文化大国であったがアヘン戦争でその地位を失った中国の回復が課題である、とする。 
  1 章で依田は、19 世紀半ば以降の日中の近代化を比較し、両国の違いが生まれた原因を
簡潔にまとめ提示している。 
 3 章の内容は、「中国における社会構造の変遷と社会流動」を、欧米や日本の社会学の方
法をふまえて論じ、不健全な市場メカニズム、都市と農村の二元構造、「単位制」の障害を

問題点としてあげる。 
 4章は、「反腐敗の政治」をテーマとし、1980-90年代、中国では、「官倒」から横領、賄
賂など腐敗に対する政策が、権力強化と人気取りに利用されてきたことを分析し、ロシア

のエリツィンとプーチンの反腐敗政策との比較、検討を行っている。 
 王元は 2 章で「儒教原理主義の終焉と中国の近代化」をテーマとして論じるとともに本
書の基本的観点を示している。 
 2500年以上続いてきた中国文化は、19世紀に「西洋の衝撃」によって文化的地位を逆転
されたが、1990年代以降の「小転換」によって、近代化の可能性を開いた。 
 中国文化は、儒、道、法、仏、墨など各種理論の交差的影響下に形成された。その特徴
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は、「天下皆兄弟」、「人本主義」、「社会契約の欠如」、「抽象的思索への反対」、「無神論的傾

向」、「自給自足、知足長楽」、「家庭生活重視」、「中庸の道」、「政治的大統一」、「儒・法・

道・墨の学術思想循環による停滞」という 10項目にまとめられる。 
 日本文化は、実用主義的で気概はあるが理想がなく、有効な内部制動装置を欠き、成り

行きまかせの「超流動体」のところがある。 
 中国では外来文化は自律作用で変形する。いま、中国では一人っ子政策によって家族制

度は崩れつつあり、それにもとづく儒教原理主義は終わりを迎えている。中国の強大化は、

内部制動装置の存在によって抑制される。「仁」、「天下」、「大同」といった中国文化のなか

にある理想は、世界に受け入れられるであろう。 
 中国人自身の自己認識として有益で、論旨にもおおむね賛成である。なによりも、論じ

方のスケールの大きさを見習いたい。ひとつだけ質問するとすれば、大躍進運動、中ソ論

争、文化大革命、社会主義市場経済と激動した中国現代史の大きな振幅と「内部制動装置」

との関係である。 
 
 

講演会記録 

東アジア共同体と東北アジア共同の家 

和田 春樹（東京大学名誉教授） 
2006年 1月 21日（土）16:15-18:00 

かながわ県民活動サポートセンター 711号室 
 
昨年 2005年 12月、東アジア首脳会議が開催さ
れた。ここでは ASEAN+3 を軸に考える中国と、
ASEAN+6 を軸に考える日本との思惑が対立した。
日本と中国との緊張関係のために、東アジアにお

ける地域共同体は ASEAN を軸に構想される形で
妥協が図られ、東アジア共同体は ASEAN に寄り
かかる形でしか構想されていない状況にある。 
 一年前の 2005年 1月 20日、小泉首相は所信演
説で初めて東アジア共同体について触れた。しか

し各新聞はこの首相の発言に関心をしめさなかった。そして、今年 2006年 1月 20日の小
泉首相の所信演説では、ASEANが共同体となることへの支持は表明されながらも、東アジ
ア共同体には力点が置かれていなかった。靖国神社参拝の問題がある以上、日本は小泉首

相が辞めるまで、中国、韓国と話し合いができないことが背景にある。実際、昨年 12 月、
東アジア首脳会議に先立って行なわれた ASEAN 首脳会議の折、小泉首相は中国、韓国の
首脳との会談を希望したが拒絶されている。 
 待望の東アジア首脳会議という歴史的会議が開催され、太平洋戦争が終わって 60年目に
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して大東亜共栄圏ではまったくない、東アジア共同体というものが実現に向けて動き出し

ている。今はそういう画期的な時である。しかし、日本はそこに参加しながらも、年頭か

ら寂しい状況にある。 
 そもそも東アジア共同体を熱心に論じていたのは経済学者の森嶋通夫さんであった。漢

字と儒教文化を基礎として、中国、韓国、日本、台湾からなる地域共同体を構想されてい

た。この構想はなかなか受け入れられなかったが、1999年のASEAN+3サミットを発端に、
韓国の金大中大統領（当時）が我々東アジアの民と論じ、日本の小泉首相が ASEAN との
協力を論ずるに至って、地域協力に消極的であった中国も東アジア共同体構想を支持する

ようになっていった。東アジア共同体をめぐる状況が大きく変り始めていた。日本では 2003
年 12月に日本・ASEAN首脳会議が開かれ、東アジア地域の創出に貢献すると明言された。
2004年 5月には官民一体の日本・東アジア共同体評議会も発足した。 
 しかし、2005年春、中国、韓国で激しく反日の意見が噴出した。その中心には靖国問題
があった。韓国における反日については島根県の「竹島の日」制定がきっかけとなった。

こうした中、日本では、東アジア共同体論は日米の分断を図る陰謀であるとの論も主張さ

れた。アメリカでは、アーミテージ前国務副長官がアメリカを含まない東アジア共同体へ

の反対を表明した。東アジア共同体の構想はアメリカや中国、韓国との問題で行き詰まっ

てしまったのである。この三国と日本との関係を考えながら東アジア共同体の構想を進め

るためには、東北アジア共同体というものを考えることが要請されている。 
 さて、この東北アジア共同体に関してだが、80 年代末から日本国内では環日本海協力と
いうものが構想されていた。しかし、日本海という言葉は韓国の反発を受けるなどしたた

めに、替わって東北アジア North East Asiaという言葉が使われるようになった。1993年
には新潟にシンクタンク ERINA (Economic Research Institute of North East Asia) が誕
生した。 
 私は 1990年に韓国で開かれたシンポジウムで、中国、韓国、北朝鮮、日本、ロシア、ア
メリカからなる東北アジア人類共生の家を作るべきと提案し、朝鮮族がこの地域をまとめ

ていく力となっていくのではないかと論じた。また、私は 2003年 8月に『東北アジア共同
の家』を出版したが、その中では東北アジア共同の家のメンバーにモンゴルを迎え入れる

こと、さらにそこに台湾を迎え入れるためには、台湾、済州島、沖縄、ハワイといった大

きな島の代表が集まって議論するような場所を考えていかなければならないとも主張した。

今や国内には東北アジアに関する複数の研究センターおよびそのネットワークができてい

る。東アジア共同体とともに東北アジア共同体の構築を進めていくことが必要だという認

識も広まっている。 
 東アジアにおける地域協力には重層的な模索が求められている。例えば一階にはまず東

北アジアの共同体と東南アジアの共同体をそれぞれ作り、二階には東アジア共同体を作る。

これら双方をともに実現していく必要がある。また、東アジアにおける地域協力には、そ

こにアメリカがどう関わるのかという大きな問題があるが、6者協議を経て、アメリカには
この枠組みを活用した東北アジア安全保障協力機構という構想がある。これはアメリカが

フルメンバーとして考えられている点で東アジア共同体とは異なるものではあるが、私は

このような北東アジア安全保障協力機構ないし東北アジア共同体を東アジア共同体ととも

に、双方ともに実現していけばよいと考えている。東北アジアという言葉は、中国や韓国




